
工事事務費(支出済工事事務費費目別)費目別内訳書

施設名 （仮称)みんなのみらいをつくる保育園渋谷

施設延面積
（内訳）1～2歳児保育室

3～5歳児保育室
幼児ﾄｲﾚ
調理室
食品検収室
検収室WC
屋内避難階段
共用部分面積(事務室等含む）

229.40

40.79㎡
61.51㎡
14.61㎡
11.91㎡
6．02㎡
1．72㎡
15.78㎡
77.06㎡

(仮称)障害児保育園ヘレン渋谷
(仮称)みんなのみらいをつくる保育園渋谷
(仮称)マーガレットこどもｸﾘﾆｯｸ
(仮称)マーガレットこどもｸﾘﾆｯｸ病児保育室

ウ
ｍ
２
ｍ
２
ｍ
２
ｍ
２
ｍ

70.18

229.40

82.96

89.85

472.39合計

按分率
14.86％(70.18㎡）
而万雨~r弱5n~ITW

(仮称)障害児保育園ヘレン渋谷
(仮称)みんなのみらいをつくる保育園渋谷
(仮称)マーガレットこどもｸﾘﾆｯｸ
(仮称)マーガレットこどもｸﾘﾆｯｸ病児保育室

17.56% (82.96㎡）

19.02％(89.85㎡）

Ｃ
金

A

工事事務費

区 分

Ｂ
費 病児保育施設

((仮称)マーガレットこどもｸﾘﾆｯｸ病児保育室）
I そ の 他 の 施 設額目

備 考L』 KE

F E の 内 訳金 額 （仮称）
みんなの

みらいをつくる

保育園渋谷

（仮称）
マーガレット
こども
クリニック

（仮称）

障害児保育園
ヘレン渋谷H補助対象

外 経 費
G補助対象
経 費

1 1

現場経費 \371,797 \1,214,971 \83,565工事事務費 \475,880 \02,502,000 \475,880

\97,198 \35,148消費税相当額 \O \29,744\200,160 \38,070 \38,070

《ロ
計 \474,499\O \401,541 \1,312, 169\513,951 \513,951\2,702,160

税込\2,332,158\O \1,973,569 \6,449,294設計監理料 \2,526,062 ￥2,526,062設計監理委託 \13,281,084

税込\6,449,294 \2,332,158設計監理委託計 \2,526,062 \0 \1,973,569\13,281,084 \2,526,062

消費税相当額 \172,942 \62,538\67,738 \O \52,923\356,141 \67,738

合 計 \6,449,294 \2,332,158\2,526,062 \0 \1,973,569\13,281,084 \2,526,062

へ



(別紙② 工事費費目別(支出済工事費費目別)内訳書

施設名 （仮称)みんなのみらいをつくる保育園渋谷

施設延面積
（内訳）1～2歳児保育室

3～5歳児保育室
幼児ﾄｲﾚ
調理室
食品検収室
検収室WC
屋内避難階段
共用部分面積(事務室等含む）

229.40

40.79㎡
61.51㎡
14.61 nf

11.91㎡
6．02㎡
1．72㎡
15.78㎡
7706㎡

按分面積
(仮称)障害児保育園ヘレン渋谷
(仮称)みんなのみらいをつくる保育園渋谷
(仮称)マーガレットこどもクリニック
販謝マーガレットこどもｸﾘﾆｯｸ病児保育室

合計

㎡
㎡
㎡
㎡
㎡

70.18

229.40

82.96

89.85

472.39

按分率
14.86％(70.18㎡）(仮称)障害児保育園ヘレン渋谷

(仮称)みんなのみらいをつくる保育園渋谷
(仮称)マーガレットこどもｸﾘﾆｯｸ
(仮称)マーガレットこどもｸﾘﾆｯｸ病児保育室

州需銅48.56％

17.56％

19‘02％

Ｃ
金

A

工 事 区 分

B

工 事 費 目
病児保育施設

((仮称)マーガレットこどもｸﾘﾆｯｸ病児保育室） I そ の 他 の 施 設額

備 考』 K LLE

F E の 内 訳金 額 （仮称）
みんなの

みらいをつくる
保育園渋谷

（仮称）

マーガレット
こども
クリニック

（仮称）

マーガレット
こども
クリニック

（仮称）
障害児保育園ヘ
レン渋谷G補助対象

経 費
H補助対象
外 経 費

税抜き￥1,283,441
-

\17,443,723

共 通 仮 設 工 事 ￥502,699

\6,832,364

\102,708

\142,650

\O

\0

\392,750 ￥464,111

\6,307,903

￥94,824

￥131,700

￥410,904

建築工事 \2,643,000

税抜き
税抜き

税抜き

税抜き

建 築 工 事 費 ￥5,338,009

\80,244

\35,922,000

￥540,000

\750,000

床暖房設備工事
厨房機器設備工事

\262,224
-

\364,200

￥0

￥0

￥0

￥0

￥111,450

￥347,724

￥323,205

\1,136,304

\1,056,180

昇降機設備工事 \2,340,000 \“5,068
-

\413,685

》｜準一》

外 構 工 事 \381,930\2,175,000

｜｜’

税
一
税
税

抜き
抜き

抜き》｜》｜》

税抜き
税抜き
税抜き
税抜き（\4,214）

(\2,856,562）

（\3,566）

(\2,417,341）
（\105.887）

￥4,066,588

￥891,600

(\11,654）VE･ CD 案 (\24,000) (\4,565）
－ー ＝ － － ■

税抜き(\7,899,467）(\3,094,066)

一(\135,530）
￥5,205,013

整
き (\16,267,436）

調
一
値

(\125,126)

￥4,805,470

税抜き（\346,021）

\13,288,930

(\712.564）弓’

\989,994 \0\27,366,000小計

電気設備工事費 税抜き\2,913,600 \1,053,600\1.141,200 ￥1,141,200 \0蹴気設備工事 \6,000,000

\O 1 \891,600 1 \2,913,600 1 \1,053,600\1,141,200

\827,370

￥76,460

小計 ｜ ￥6,000,000

給排水衛生設備工事| \4,350,000

\1,141,200

￥827,370

￥76,460

税抜き

税抜き
\646,410
－

￥59,737

\2,112,360 \763,860

￥70,591

機械設備工事 \4,350,000

￥402,000

籾
一
判

ガ ス 設 備 工 事 ￥195,211

税抜き

税抜き

\O I \706,147 1 \2,307,571 1 \834,451\4,7520001 \903,830 I \903,830小計

冷暖房換気設備工事 \490,380 \1,602,480 \579,480\627,660 \627,660 \0冷I暖房設備工郡 ￥3,300,000

\490,380

\1,069,920

\7,224,635

\7,802,606

￥1,602,480

\3,496,320

\23,608,901

\25,497.613

￥579,480

\1,264,320

\8,537,321

\9,220,306

》｜》一雑一一

￥627,660

\1,369,440

\9,247,144

\9,986,915

￥627,660

\1,369,440

\9,247,144

和
一
判
一
釦

￥3,300,000

\7,200,000

\48,618,000

￥3.889,440

\52,507,440

雫

\0

その他工事

一

一
－》》癖

｜￥7,802,6061￥25,497,6131
I

’

｜￥52,507,"01総 工 事 費 \7,802,606\9,986.915 \9,986,915 \0 \25,497,613 \9,220,306\52,507,440



工事事務費費目別内訳書

施設名 （仮称)みんなのみらいをつくる保育園渋谷

施設延面積
（内訳）1～2歳児保育室

3～5歳児保育室
幼児ﾄｲﾚ
調理室
食品検収室
検収室WC
屋内避難階段
共用部分面積(事務室等含む）

229.40

40.79㎡
61.51㎡
14.61㎡
11.91㎡
6．02㎡
1．72㎡
15.78㎡
77．06,Tf

２
，
２
ｍ
命
ｍ
２
ｍ
２
ｍ

70.18

229．40

8296

89.85

472.39

按分率
14.86％(70.18㎡）(仮称)障害児保育園ヘレン渋谷

(仮称)みんなのみらいをつくる保育園渋谷
(仮称)マーガレットこどもｸﾘﾆｯｸ
(仮称)マーガレットこどもｸﾘﾆｯｸ病児保育室

48.56％(229.40㎡）
r7万翻一『亜玩~iTFT
19.02％(89.85㎡）

Ｃ
金

A

工事事務費

区 分

Ｂ
費 病児保育施設

((仮称)マーガレットこどもｸﾘﾆｯｸ病児保育室） I そ の 他 の 施 設額目

備 考』 K LE

金 額 F E の 内 訳 （仮称）
みんなの

みらいをつくる

保育園渋谷

（仮称）
マーガレット
こども
クリニック

（仮称）
障害児保育園ヘ
レン渋谷G補助対象

経 費
H補助対象
外 経 費
H補助対象
外 経 費

税抜工事事務費 現 場 経 費 \0 \1,239,324 \4,049,904 \1,464,504\8 340,000 ￥1,586,268 \1,586,268

n句

消費税相当額 \99,146 ￥323.992 \117,160\667,200 \126,901 \126,901 \0

合 計 \1,713,169 ￥1,713,169 \0 \1 ,338,470 \4,373,896 ￥1,581,664\9,007,200

税込設計監理料 \2,205,105 \7,205,916 \2,605,764設計監理委託 \14,839,200 \2,822,416 ￥2,822,416 \0

税込設計監理委託計 \2,205,105 \7,205,916 \2.605,764\2,822,416 \2,822,416 ￥0\14,839,200

税込\208,461消費税相当額 \0 \176,408 \576,473\1,187,136 \225,793 \225,793

計

〈ロ

\0 \2,205,105 \7.205,916 \2,605,764\2,822,416 \2,822,416\14,839,200



(別紙②） 工事費費目別内訳書
施設名 （仮称)みんなのみらいをつくる保育園渋谷 一

施設延面積
（内訳）1～2歳児保育室

3～5歳児保育室
幼児ﾄｲﾚ
調理室
食品検収室
検収室WC
屋内避難階段
共用部分面積(事務室等含む）

229.40

40.79㎡
61.51㎡
14.61㎡
11.91 nf

6.02 nf

1．72㎡
15.78㎡
77.06 nf

按分面積
(仮称)障害児保育園ﾍﾚﾝ渋谷
(仮称)みんなのみらいをつくる保育園渋谷
(仮称)マーガレットこどもｸﾘﾆｯｸ
(仮満9マーガレットこどもｸﾘﾆｯｸ病児保育室

合計！
70.18㎡

229.40 Iri

82.96㎡
89.85㎡

472.39 ㎡

按分率
(仮称)障害児保育園ヘレン渋谷
(仮称)みんなのみらいをつくる保育園渋谷
(仮称)マーガレットこどもｸﾘﾆｯｸ
(仮称)マーガレットこどもｸﾘﾆｯｸ病児保育室

》
B

工 事 費 目

Ｃ
金

A

工 事 区 分
病児保育施設

((仮称)マーガレットこどもｸﾘﾆｯｸ病児保育室）
I そ の 他 の 施 設額

備 考K』 LI団

F E の 内 訳金 額 （仮称）

みんなの
みらいをつくる
保育園渋谷

（侭称）
マーガレット
こども
クリニック

（仮称）
障害児保育園ヘレン渋

谷G 補 助 対 象
経 費

H補助対象
外 経 費
H補助対象
外 経 費

税抜き建築工事 共 通 仮 設 工 事| \8,810,000

建 築 工 事 費| \119.740,000
床暖房設備工事l \1,800,000

\1,675,662

釦
一
判 ￥1,309,166

\17,793,364

￥267,480

\4,278,136 ￥1,547,036

塾12盤墜44 税抜き建 築 工 事 費

床暖房設備工事

\58,145,744

￥874,080

\22,774,548

税抜き\0 \316,080
一一

\439,000

\342,360
\475,500 税抜き

税抜き

税抜き
税抜き

厨房機器設備工事 \0 ￥371,500

\1,159,080

\1,077,350

\1,214,000

\3,787,680
\3,520,600

\21500,000

\7,800,000昇降機設備工事 \0 ￥1,369,680

￥1,273,100

\1,483,560
一F－

\1,378,950外 構 工 事 \0\7,250,000 》霊》一準一躍一》癖

一

》｜準一》準一》｜》

蕊
VE･CD 案 (\38,848） (\14,048）(\15.216） （\11,888）

(\8,057 ,803)整 (\10,313,555）
（\451,765）

(\26,331,557）
(\1,153.403)

￥“,296,432

(\9,521,873）鯛

引 （\352957）

\13,555,292

値 き (\417.087）

\17,350,044 ￥0
－

\3,804,000

判
一
和

\16.018,232小計

税抜き電気設備工事費電気設側工事 \3,804,000 \2,972,000 \9,712,000 \3,512,000

｜ ’

\2,972,000 1 \9,712,000 1 \3,512,000\3,804,000 1 \3,804,000 \0小計 \20m0000000

\14,500,000

\1,340,000

税抜き機械股備工事 給拶財く衛生設備工事

ガ ス 設 備 工 事

\2,757,900

￥254,868

\O

\0

\2,154,700 \7,041,200
一r ＝

￥650,704

\2,546,200

￥235,304

\2,757,900

税抜き\199,124\254,868

税抜き

税抜き

\15,840,000 1 \3,012,768

\11,000,000 1 \2,092,200

\3,012,768

\2,092,200

判
一
判 \2,353,824 \7,691,904 1 \2,781,504

\5,341,600 1 \1,931,600

小計

冷暖房換気設備工事 \1,634,600 \1,931,600冷暖房股備工事 \2,092,200

￥2,092,200

￥4,564,800

\30,823,812

\33,289,717

￥2,092,200

￥4,564,800
\30,823,812

迦
罰
一
判

淵廻啼

￥5,341,600

\11,654,400

￥78,696,336

￥84,992,043

\1,931,600

￥4,214,400

\28,457,736

\30.734.355

稚一鍛一》一一

》》一一

０
０
０一一一一

０
０
０

０
０
０

命
９

９

０
０
０

０
０
６

０
０
０

Ｆ
？
《
り

１
４
２

１
２
６

￥
￥
１￥

￥0

その他工事

一

一

一 一

一》蒜 計事工他のそ

｜￥84,992,0431総 工 事 費 \33,289’717 \0 \26,008,685 \84,992,043 \30,734,355\175,024,800 \33,289,717



工事事務費(支出済工事事務費費目別)費目別内訳書工事事務費(平成29年度_70%）

施設名 みんなのみらいをつくる保育園初台

229.4㎡
77 062㎡
152.336㎡

施設延面積
(内訳)1F

2F

70 18

229.40

82.59

90.23

472.39

ｍ
２
ｍ
２
ｍ
２
ｍ
２
ｍ

按分率

《
口
初園

台
台備”初
潮州杢』

》》》・
害
ん
一
児

14.86％(70.18㎡）
48.56％(229.40㎡）

17.48％（82.59㎡）
19.10％(90.23㎡）

Ｂ
費

Ｃ
金

A

工事事務費

区 分

病児保育施設
(病児保育室フローレンス初台）

I そ の 他 の 施 設額目

備 考］ K LE

F E の 内 訳金 額
みんなの

みらいをつくる

保育園初台

マーガレット

こども

クリニック

障害児保育園
ヘレン初台G補助対象

経 費
H補助対象
外 経 費

工事事務費 現場経費 \5,838.000 \1,115,058

￥275,556

\1,115,058 \867,527

\214,385

\2,834,933 \1,020,482\O

\O設計監理料 \1 ,442,700 \275,556 \700,575 \252, 184

工事事務費計 \7,280,700 \1,390,614 \1,390,614 \0 \1,081,912 \3,535,508 \1,272,666

消費税相当額 \582,456 \111,249 \111,249 \0 \86,553 \282,841 \101,813

合 計 \7,863,156 \1,501,863 \1,501,863 \0 \1,168,465 \3,818,349 \1,374,480

設計監理料設計料 \0 \0 \0 \0 \0￥(） \0

設計監理委託計 \0 \0 \0 \0 \0 \0\0

消費税相当額 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0

’合 計 \0 ￥0 \0 \0 \O \0 \0



工事事務費(支出済工事事務費費目別)費目別内訳書工事事務費(平成28年度-30%）

施設名 みんなのみらいをつくる怪育園初台

229.4㎡
77.062㎡
152.336㎡

施設延面積
(内訳)1F

2F

２
ｍ
・
ｍ
２
ｍ
２
ｍ
２
ｍ

70 18

229．40

82.59

90.23

472.39

按分率

《
口
初園

台
台儒”初
潮奉杢》》》
害
ん
一
児

… 辮濡14.86％

48.56％

17.48％

19.10％

Ｂ
費

Ｃ
金

A

工事事務費

区 分

病児保育施設
(病児保育室フローレンス初台） I そ の 他 の 施 設額目

備 考』 K LE

F E の 内 訳金 額
みんなの

みらいをつくる
保育園初台

マーガレット

こども
クリニック

障害児保育園
ヘレン初台G補助対象

経 費
H補助対象
外 経 費
H補助対象
外 経 費

工事事務費 現場経費 \437,350

\108,079

\2,502,000

￥618,300

\477,882 \477,882 \0 \371,797

￥91,879

\1,214,971

設計監理料 \118,095 \0 \300,246\118,095

工事事務費計 \1,515,218 \545,428\3,120,300 \595,977 \595,977 \O \463,677

消費税相当額 \43,634\249,624 \47,678 \47,678 \O \37,094 \121 ,217

合 計 \O \589,063\3,369,924 \643,655 \643,655 \500,771 \1,636,435

設計料 設計料 \5,671,322\2,230,689 \2,230,689 \0 \1,735,499 \2,041,489\11,679,000

設計料計 \5,671,322 \2,041,489\2,230,689 \2,230,689 \0 \1,735,499\11,679,000

消費税相当額 \163,319\934,320 ￥178,455 \178,455 \0 \138,840 \453,706

合 計 \2,204,808\12,613,320 \2,409,144 \2,409,144 \0 \1,874,339 \6,125,028



工事事務費(支出済工事事務費費目別)費目別内訳書工事事務費(平成29年度_70%）

施設名 みんなのみらいをつくる保育園初台

229.4㎡
77.062㎡
152.336㎡

施設延面積
(内訳)1F

2F

１

り
ｍ
２
ｍ
２
ｍ
２
ｍ
２
ｍ

70.18

229.40

82.59

90.23

472.39

按分率

㈱
14.86％(70.18㎡）

(229.40㎡）

需要幕
48.56％

17.48％

19.10％

Ｃ
金

A

工事事務費

区 分

Ｂ
費 病児保育施設

(病児保育室フローレンス初台）
I そ の 他 の 施 設額目

備 考E 』 K L

F E の 内 訳金 額
みんなの

みらいをつくる
保育園初台

マーガレット

こども
クリニック

障害児保育園
ヘレン初台G補助対象

経 費
H補助対象
外 経 費

工事事務費 現場経費

設計監理料

\5,838,000 \1,115,058 \1,115,058 \O

\0

\867,527 \2,834,933 \1,020,482

\275,556 \275,556
－

\214,385 \700,575 \252,184\1,442,700

工事事務費計 \7,280,700 \1 ,390,614 \1,390,614 \0 \1,081,912 \3,535,508 \1,272,666

消費税相当額 \582,456 \111,249 \111,249 \0 \86,553 \282,841 \101,813

谷口
計 \7,863,156 \1,501,863 \1,501,863 \0 \1,168,465 \3,818,349 \1,374,480

設計料 設計監理料 \0 \0 \(） \(） \0 \O \0

設計監理委託計 \O \0 \0 \O \0 \0 \O

消費税相当額 \O \0 \0 \0 \0 \0\0

合 計 \0 \0 \0 \0 \0 \0 \0



工事事務費費目別内訳書 工事事務費(平成28,29年度-100%）

施設名 みんなのみらいをつくる保育園初台

229.4㎡
77.062㎡
152.336㎡

施設延面積
(内訳)1F

2F

《ロ初

朏》詰

搾》壱舗
按
騰
軸
一
統
Ｉ

２
ｍ
２
ｍ
２
ｍ
２
ｍ
・
㎡

70．18

229．40

82.59

90.23

472.39

按分率 一》

Ｂ
費

Ｃ
金

A

工事事務費

区 分

病児保育施設
(病児保育室フローレンス初台）額 I そ の 他 の 施 設目

備 考E 』 K LL

F E の 内 訳金 額
みんなの

みらいをつくる

保育園初台

マーガレット

こども

クリニック

マーガレット

こども

クリニック

障害児保育園
ヘレン初台G補助対象

経 費
H補助対象
外 経 費

工事事務費 現場経費 税抜

税抜

\8,340,000

\2,061,000

\1,592,940 \1,592,940

￥393,651

\0 \1,239,324 \4,049,904

￥1,000,822

\1,457,832

￥360,263設計監理料 \393,651 ￥0 \306,265

工事事務費計 税抜\10,401,000 \1,986,591 \1,986,591 \0 \1,545,589 \5,050,726 \1,818,095

消費税相当額 \832,080 \158,927 \158,927 \0 \123,647 \404,058 ￥145,448

合 計 \11,233,080 \2,145,518 \2,145,518 \0 \1,669,236 \5,454,784 \1,963,542

設計料設計監理委託 税抜\11,679,000 \2,230,689 \2,230,689 \O \1,735,499 \5,671,322 \2,041,489

設計料計 税抜\11,679,000 \2,230,689 \2,230,689 \0 \1,735,499 \5,671,322 \2,041,489

消費税相当額 \934,320 \178,455 ￥178,455 \0 \138,840 \453,706 \163,319

〈口

計 \2,409,144 \2,409,144\12,613,320 \0 \1,874,339 \6,125,028 \2,204,808



工事費(平成28年度_30%）
工事費費目別(支出済工事費費目別)内訳書(別紙②）

施設名 みんなのみらいをつくる保育園初台

施設延面積
(内訳)1F

2F

229.4㎡

77.062㎡
152.336㎡

《
口
初園

台
台鯖”初
翻奉非磨

醗細《》》錆
分
害
ん
一
児

按
障
み
マ
病

ｆ

70.18 1rf

229.40㎡
82.59㎡
90.23㎡
472.39㎡

按分率

一
口
初園

台

娠》》唖

》》》》
…

14.86％(70.18㎡）岡崎

Ｃ
金

B

工 事 費 目

A

工 事 区 分
病児保育施設

鯖児保育室フローレンス初台）
I そ の 他 の 施 設額

備 考』 K LE

F E の 内 訳金 額
みんなの

みらいをつくる
保育園初台

マーガレット

こども
クリニック

障害児保育園
ヘレン初台G補助対象

経 費
H補助対象
外 経 費

瀞
税抜き
税抜き

建築工事 共 通 仮 設 工 事

建 築 工 事 費

\504,813

\6,861,102

￥103,140

判一判一判

\392,750 \1,283,441￥2,643,000

\35,922,000

￥540,000

￥750,000

\2,340,000

￥2,175,000

￥504,813

\6,861,102

\103, 140

￥143,250

三 \5,338,009 \17,443,723

￥262,224 税抜き
税抜き
税抜き

床暖房設備工事
厨房機器設備工事

￥80,2“

\111,450

\347,724

\143,250

和
和
溺
一４
，

郡一

\364,200

昇降機設備工事
外 構 工 事

\446,940
-

￥0

\1,136,304 \409,032
-

\380,190

\446,940

\415,425 \323,205 \1,056,180

》一躍準一罐一》》’

－－

(\24,000) 一脈副一一僻4,359）VE･CD 案 怪4,584）
(\3,107,080）

(\3,566） (\4,195）（\225）

(\152,308）

_豆L
不評

重
き

調
値 (\16,267.436） (\2,954,772）

（\129.428）

￥4,970,685

\1,146,000

(\2.417,341） (\7,899,467） (\2,843,548）
（\124.556）（\136.100） 税抜き(\712,564） （\6.672）

￥256,221

￥0

(\346.021）(\105.887）

\27,366,000
\6,000,000

\5,226,906
－

\1,146,000

\4,066,588 ￥13,288,930

￥2,913,600

\4,783,577
-

\1,048,800電気設備工事費 税抜き電気設備工事 \891,600

\O I \891,600 1 \2,913,600 11 \1,048,800小計 \6,000,000 1 \1,146,000 \1,146,000

￥830,850

￥76,782

機械股備工事 給排水衛生設備工事
ガ ス 設 備 工 事

税抜き

税抜き

\646,410 ￥2,112,360

￥195,211

\760,380

￥70,270

￥4,350,000

\402,000

\830,850 \O

\0 \59,737￥76,782

税抜き小計 | \4,752,000 1 \907,632

冷暖房換気設備工事｜ ￥3,300,0001 ￥630,300

\907,632
-

\630,300

\O l \706,147 1 \2,307,571 1 \830,650

\O｜ ￥490,3801￥1,602,4801 ￥576,840 税抜き冷暖房設側工事 \3,300.000 \0 \490,380 \576,840］》》言》

￥3,300,000

\7,200,000

\48,618,000

￥3.889,440

\52.507,440

０
０
８坐一

０
０
３

３
２
０

１
１

１

０
５
６

３
７
８

－
６
３
２

￥
Ｌ
ａ

￥
￥

￥630,300

\1,375,200

\9,029,817

\9,752,202

判一判一》’一一一》

一》一》’一一》
０８３
９

０９４￥

￥1,602,480

￥3,496,320

\23,608,901

\25,497,613
-

￥576;840

\1,258,560

\8,498,426

\9.178,301

》｜罐一》一一

その他工事 その他工事
イ F ’

一
一 －》》厩

’ |\25,497,6131総 工 事 費 \10,028,921 \9,752,202 \276,719\52,507,440 \7,802,606 \25,497,613 \9,178,301



工事費(平成29年度_70%）
工事費費目別(支出済工事費費目別)内訳書(別紙②）

施設名 みんなのみらいをつくる保育園初台

229.4㎡
77.062 nf
152.336㎡

施設延面積
(内訳)1F

2F

按分面積
障害児保育園ﾍﾚﾝ初台
みんなのみらいをつくる保育園初台
マーガレットこどもクリニック
病児保育室フローレンス初台

合計I
70.18 ㎡
229.40㎡
82.59㎡
90.23㎡

472.39 ㎡

按分率

《
口
初園

台

搾》》認
》》焔》
害
ん
一
児

… 《》》

Ｃ
金

A

工 事 区 分

B

工 事 費 目
病児保育施設

鯖児保育室ﾌﾛｰﾚﾝｽ初台）
I そ の 他 の 施 設額

備 考』 K LE

金 額 F E の 内 訳
みんなの

みらいをつくる
保育園初台

マーガレット
こども
クリニック

障害児保育園ヘレ
ン初台G 補 助 対 象

経 費
H補助対象
外 経 費 》準一》》

建築工事 共 通 仮 設 工 事

建 築 工 事 費

\1,177,897 \0 ￥916,416

\12,455,355

￥187,236

\260,050

￥811,356

￥2,994,695

\40,702,021

￥611,856

￥849,800

￥2,651,376
\2,464,420

￥1,077,992

\14,651,386

￥220,248

\305,900

￥6,167,000 \1,177,897

\16,009,238

￥240,660

￥334,250

￥1,042,860

￥969,325

￥16,009,238

￥240,660

￥334,250
\1 ,042,860

\0\83,818,000

￥1,260,000床暖房設備工事
厨房機器設備工事

\0

\0\1.750,000

昇降機設備工事
外 構 工 事

税抜き

税抜き

￥0

\969,325

\5,460,000 \954,408

\0 \754,145 \887,110\5075,000

僻10,696）
（\7,249,8”
（\317,56句

》一》準

W10,172)

(\6,894,469）

（\524）

(\355,385）
（\15.567）

僻27,194）
(\18,432,090）

(\9,789）VE･CD 案 (\56典000） (\8,322）

(\6,634,945）
（\290,631）

整
一
き (\37,957,352）

（\1.662,648）

\63,854,000

g5,640,462)
碑247.070）

鯛

（\301,999）

￥11,598,265

￥2,674,000

値 引 (\15.567)’ （\247.070)I （\807.382)I （\290.631

\597,8491 ￥9,488,7041 ￥31,007,5021 ￥11,161,679小計 \12,196,114

税抜き電気設備工事費電気殻備工事 \0 \2,447,200\14,000,000 \2,674,000 \2,080,400 \6,798,400

\2,674,000 1 \2,674,000 \0 \2,080,400

\1,508,290

￥139,387

\6,798,400
-

\4,928,840

\2,“7,200小計 \14,000,000

\10,150,000 税抜き
－

税抜き

機械設備工事 給排水衛生設備工事 \1,938,650

\179,158

\0 ￥1,774,220

￥163,962

\1,938,650

￥179,158ガ ス 設 備 工 事 \0 \455,493\938,000

》｜》小計 \11,088,000 1 \2,117,808 1 \2,117,808 \0 \1,647,677

\1,144,220

\5,384,333
-

\3,739,120

￥1,938,182

冷暖房換気設備工事冷瞳房設備工事 \7,700,000 \1,470,700 ￥1,470,700 \0 \1,345,960

準一》｜》｜’

l 小計

諸経費J

工事費小計

幕

￥1,470,700

\3,208,800

\21,667,422

\23,400,816

￥1,470,700

￥3,208,800

\21,069,573

\22,755,139

判一判一》’一一州 》｜’
０
０
１

２
８
８

２
４
４

，
夕

７

４
６
７

４
９
５

１
４
８

－
７

ｆ
ｐ

ｌ
２
６

￥
￥
１￥

\3,739,120

￥8,158,080

\55,087,435

\59,494,430
■■■■■■■■■■■■■■■■

\1,345,960

￥2,936,640

\19,829,662

\21,416.035

￥7,700,000

￥16,800,000

\113,442,000

\9,075,360

\122,517,360

その他工事 その他工事

一

一

一

一

一

一』言 計事工他のそ

｜￥645,6771総 工 事 費 \23,400,816 \22,755,139 \645,677 \18,206,080 \59,494,430 \21,416,035\122,517,360



工事費(平成28,29年度_100%）
工事費費目別内訳書(別紙②）

施設名 みんなのみらいをつくる保育園初台

229.4㎡
77.062 nf
152.336㎡

施設延面積
(内訳)1F

2F

按分面積
障害児保育園ヘレン初台
みんなのみらいをつくる保育園初台
マーガレットこどもｸﾘﾆｯｸ
病児保育室ﾌﾛｰﾚﾝｽ初台

合計

２
，
２
ｍ
勺
今
ｍ
２
ｍ
２
ｍ

70 18

229.40

82.59

90.23

472.39

按分率

: 卿。
14.86％(70.18㎡）一》

B

工 事 費 目

Ｃ
金

A

工 事 区 分
病児保育施設

(病児保育室フローレンス初台）
I そ の 他 の 施 設額

備 考』 K LE

金 額 F E の 内 訳
マーガレット
こども
クリニック

みんなの
みらいをつくる
保育園初台

障害児保育園ヘ
レン初台H補助対象外経

費
G補助 対象
経 費 》準一》｜》｜》｜準

\4,278,136 \1,539,988

\20,930,552

建築工事 共 通 仮 設 工 事 ￥1,682,710

\22,870,340

\1,682,710 ￥0

￥0

￥0

￥0

￥0

\1,384,750

. \1,309,166

\17,793,364

￥267,480

\371,500

\1,159,080

￥1,077,350

\8,810,000
－ﾛ

\119,740,000建 築 工 事 費 \58,145,744

￥874,080

\1,214,000

￥3,787,680
\3,520,600

\22,870,340

床暖房設備工事
厨房機器設備工事

昇降機設備工事
外 構 工 事

￥314,640

\437,000

\1,363,440

\1,267,300

\1,800,000

\2,500,000

\343,800

\477,500

￥343,800

\477,500

\7,800↑000 \1,489,800 \1,489,800

￥0\7,250,000 \1,384,750

税抜き
税抜き

税抜き

税抜き纒一》

税抜き
－

税抜き》準》罐》｜》(\13,984）（\749）

(\507,693）
（\22,239）

（\11,888）
(\8,057,803)

（\38,848）

(\26,331,557）
(\1,153,403)

(\80,000) (\15,280） (\14,531）VE ・ CD 案

調 整 (\10,356,935）
(\453,665)

￥17,423,020

(\9,478,493）
（\415.187）

(\9,849,242）
（\431,427）

(\54,224,788）
（\2.375,212） (\352,957）値 引 き

\16,568,950 1 \854,070 1 \13,555,292 1 \44,296,432 1 \15,945,256

\3,820,000 1 \0 l \2,972,000 1 \9,712,000 1 \3,496,000

\91,220,000小計

税抜き電気設備工事費電気設備工事 \3,820,000 \3,820,000 \0 \9,712,000 \3,496,000\20,000,000

判
一
判 \2,972,000

\2,154,700

\199,124

\9,712,000
-

\7,041,200

０
０
－

皿蜘一
４
５

￥
￥

３
２

９
３

１
Ｆ

小計 | \20,000,000 11 \3,820,000 11 \3,820,000

給排水衛生設備工事| \14,500,000 1 \2,769,500 1 \2,769,500

》一準機械設備工事 \14,500,000 \2,769,500
-

￥255,940 \234,232ガ ス 設 備 工 事 \255,940 \0 \650,704\1,340,000

税抜き\O l \2,353,824 1 \7,691,904 1 \2,768,832

\O l \1,634,600 1 \5,341,600 1 \1,922,800

\3,025,440

\2,101,000

小計 | \15,840,000 1 \3,025,440

冷暖房換気設備工事｜ ￥11,000,0001 ￥2,101,000 税抜き￥0 \5,341,600冷暖房設備工事 ￥11,000,000

￥5,341,600

\11,654,400

\78,696,336

\84,992,043
1■■■■■■■■■■■■■■■■■■

￥1,922,800

￥4,195,200

￥28,328,088

￥30,594,335
-

》一識一》一一

\2,101,000

\4,584,000

\30,953,460

\33,429,737
■■■■■■■■■■■■■■■■■

￥2,101,000

\4,584,000

\30,099,390

￥32,507,342

￥0

￥O

￥854,070

へ ￥922,395

\1,634,600

\3,566,400

\24,082,116

\26,008,685

￥11,000,000

\24,000,000

\162,060,000

￥12,964,800

\175,024,800

その他工事

一

一一志 計事工他のそ

｜￥”024.8001総 工 事 費 \26,008,685\175.024,800 \33,429,737 \32,507,342 \922,395 \84,992,043 \30,594,335



平成28年度保育施設の施設整備費補助金交付に係る事務処理等について

（代々木四丁目保育施設（仮称)）

1 趣旨

本書は、代々木四丁目保育施設（仮称）の運営事業者である特定非営利活動法人フロ

ーレンス（以下「事業者」という。）が、当該園の施設整備（以下「整備」という。）を

行うに当たり、区がその整備に要する経費に関し予算の範囲内で補助を行うことについ

て、渋谷区補助金等交付規則（昭和41年渋谷区規則第10号。以下「規則」という。）

の定めによるほか、補助金の交付限度額、請求方法及び補助条件等について定め、補助

金の交付を適切に処理するために制定するものとする。

2 補助対象経費及び補助金の交付限度額

補助対象経費及び補助金の交付限度額は次のとおりとし、交付する補助金の額は、補

助対象経費と補助金の交付限度額を比較していずれか少ない額とする。

中b

国

補助対象経費 交付限度額く
① 本体工事費

施設の整備に必要な工事費又は工

事請負費及び工事事務費（工事施工

のため直接必要な事務に要する費用

であって、旅費、消耗品費、通信運

搬費、印刷製本費及び設計監督料等

をいい、その額は工事費又は工事請

負費の2．6％に相当する額を限度

額とする。）

② 設計料加算

本体工事費に係る基準額（保育所

開設準備加算を除く）の5％

③ 保育所開設準備費加算

32， 529， 656円

L
3 補助金の交付申請

事業者は、規則第5条に規定する補助金交付申請書（別紙1）を区長に提出するもの

とする。なお、整備費に係る補助金については、事業計画書（別紙2）を添えるものと

する。

4 補助金の交付請求

(1)区長は、前項の規定による交付申請があったときは、規則第8条に規定する補助金

交付決定通知書（別紙3）を事業者に通知する。

（2）事業者は、補助金の交付決定により補助金の交付を請求しようとするときは、補助

金交付請求書（別紙4）により、区長に請求するものとする。

（3）区長は、補助金交付請求があったときは、遅滞なく補助金を交付するものとする。

5 実績報告等

事業者は、この補助金の交付決定に係る補助事業について完了したとき、又は会計年

度が終了したときは、遅滞なく補助金実績報告書（別紙5）に関係書類を添付し、区長

に提出するものとする。

｡

や

む



6 補助金額の確定

区長は、前記5に規定する実績報告を受けた場合において、実績報告書の内容及び必

要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が、この交付決定の

内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助額を確定し、補

助金交付額確定・返還通知書（別紙6）をもって事業者に通知する。

7 状況報告

事業者は、工事の進捗状況について、区長から報告を求められたときは、工事進捗状

bQ

、

況報告書（別紙7）により速やかに報告するものとする。報告書（別紙7）により速やかに報告するものとする。

補助条件

この補助金は、別記の条件を付して交付するものとする。

8
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別記

補助条件

1 承認事項

事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長の承認を受けなけ

ればならない。

（1）補助事業の内容を変更しようとするとき。（補助事業に実質的影響のない場合を除

く。）

（2）補助事業の建物の規模・構造・用途又は入所（利用）定員を変更しようとするとき。

（3）補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 事故報告等

事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難と

なった場合には、速やかに、その理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、

その指示を受けなければならない。

3 補助事業の遂行命令等

区長は、補助条件2による報告、地方自治法（昭和22年法律第67号）第221条

第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付し

た条件に従って遂行されていないと認めるときは、事業者に対し、これらに従って補助

事業を遂行すべきことを命ずることがある。

この場合において、事業者がこの命令に違反したときは、区長は、事業者に対し補助

事業の一時停止を命ずることができる。

4 決定の取消し

（1） 区長は、この補助金の交付決定後の事情変更により特別の必要が生じたときは、こ

の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条

件を変更することがある。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分に

ついては、この限りではない。

（2）区長は、事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部

又は－部を取り消すことができる。

ア 偽りその他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。

イ 補助金を他の目的に使用したとき。

ウ 補助金の交付の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したと

き。

（3）前項の規定は、保育施設の施設整備費等補助金交付に係る事務処理等について（以

下『事務処理」という‘）6により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用

する。

5 是正のための措置

（1） 区長は、事務処理7による調査等の結果、補助事業が補助金の交付決定の内容及び

これに付した条件に適合しないと認めるときは、事業者に対し、これに適合させるた

めの措置をとるべきことを命ずることがある。

（2）事務処理5による実績報告は、前項の命令により必要な措置をした場合においても、

これを行わなければならない。

。

、

で

＆



6 補助金の返還

区長は、補助条件4（1）、（2）及び（3）により補助金の交付決定の全部又は一部

を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交

付されているときは、その返還を命ずるものとする。

7 違約加算金

事業者は、区長が補助条件6により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場

合において補助金の返還を命じたときは、補助金を受領した日から返還の日までの日数

に応じ、補助金の額（一部を返還した場合のその後の期間においては、既返還額を控除

した額）につき、年10. 95%パーセントの割合で計算した違約加算金(1 00円未

満の場合を除く。）を納付しなければならない。

8 延滞金

事業者は、区長が補助金の返還を命じた場合において、納期日までに納付しなかった

ときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年10．95パーセントの割合

で計算した延滞金(1 00円未満の場合を除く。）を納付しなければなら漆い。

9 財産処分の制限等

（1）事業者は、この補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（建物の従物並びに

取得価格又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具）を補助金の交付

の目的及び条件に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとす

るときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業により取

得し、又は効用を増加した後、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処

分制限期間（平成20年7月11日厚生労働省告示第384号。以下「告示第384号

」という。）に定める期間を経過したものについては、この限りでない。

（2）補助事業により取得したもの、又は効用の増加した部分につき、利が生じたときに

は、その処分についてあらかじめ区長の承認を受けなければならない。

（3） 区長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の

全部又は一部を納付させることがある。

（4）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後に

おいても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ら

なければならない。

（5）補助事業を行うために解体工事の完成を目的として締結するいかなる契約において

も、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはなら

ない。

10 書類の整備保管

事業者は、この補助金と補助事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類を整

備し、これを事業完了のH(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を

受けた日）の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、当該

補助事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、

当該財産の処分が完了する日、又は告示第384号に定める期間を経過するいずれかの

遅い日まで保管しておかなければならない。
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平成28年度病児保育施設の施設整備費補助金交付に係る事務処理について

（マーガレットこどもクリニック病児保育室（仮称））

1 趣旨

本書は、マーガレットこどもクリニック病児保育室（仮称）の運営事業者である医療

法人社団ペルル（以下「事業者」という。）が、当該施設の整備（以下「整備」という。）

を行うに当たり、区がその整備に要する経費に関し予算の範囲内で補助を行うことにつ

いて、渋谷区補助金等交付規則（昭和41年渋谷区規則第10号）の定めによるほか、

補助金の交付限度額、請求方法及び補助条件等について定め、補助金の交付を適切に処

理するために制定するものとする。

2 補助対象経費及び補助金の交付限度額

補助対象経費及び補助金の交付限度額は次のとおりとし、交付する補助金の額は、補

助対象経費と補助金の交付限度額を比較していずれか少ない額とする。

（ 補助対象経費 交付限度額

本体工事費

施設の整備に必要な工事費又は工

事請負費及び工事事務費（工事施工

のため直接必要な事務に要す-る費用

であって、旅費、消耗品費、通信運搬

費、印刷製本費及び設計監督料等を

いい、その額は工事費又は工事請負

費の2．6％に相当する額を限度額

とする。）

9, 153, 000円

設計料加算

本体工事費以外に別途必要となる

設計料

1, 525, 500円

合計 10, 678, 500円

3 補助金の交付申請

事業者は、補助金の交付申請をするときは、平成28年度病児保育施設整備費補助金

交付申請書（別紙1）を区長に提出するものとする。なお、整備費に係る補助金につい

ては、事業計画書（別紙2）を添えるものとする。

4 補助金の交付請求

（1）区長は、前項の規定による交付申請があったときは、平成28年度病児保育施設整備

費補助金交付可否決定通知書（別紙3）を事業者に通知する。

（2）事業者は、補助金の交付決定により補助金の交付を請求しようとするときは、補助

金交付請求書（別紙4） により、 区長に請求するものとする。

（3）区長は、補助金交付請求があったときは、遅滞なく補助金を交付するものとする。

5 実績報告等

事業者は、この補助金の交付決定に係る補助事業について完了したとき、又は会計年

度が終了したときは、遅滞なく平成28年度病児保育施設整備費補助金実績報告書（別

紙5） に関係書類を添付し、区長に提出するものとする。



’

6 補助金額の確定

区長は、前記5に規定する実績報告を受けた場合において、実績報告書の内容及び必

要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が、この交付決定の

内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助額を確定し、平

成28年度病児保育施設整備費補助金交付額確定・返還通知書（別紙6）をもって事業者

に通知する。

7 状況報告

事業者は、工事の進捗状況について、区長から報告を求められたときは、工事進捗状

況報告書（別紙7）により速やかに報告するものとする。

補助条件

この補助金は、別記の条件を付して交付するものとする。
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別記

補助条件

1 承認事項

事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長の承認を受けなけ

ればならない。

（1）補助事業の内容を変更しようとするとき。（補助事業に実質的影響のない場合を除

く。）

（2）補助事業の建物の規模・構造・用途又は利用定員を変更しようとするとき。

（3）補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 事故報告等

事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難と

なった場合には、速やかに、その理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、

その指示を受けなければならない。

3 補助事業の遂行命令等

区長は、補助条件2による報告、地方自治法（昭和22年法律第67号）第221条

第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付し

た条件に従って遂行されていないと認めるときは、事業者に対し、これらに従って補助

事業を遂行すべきことを命ずることがある。

この場合において、事業者がこめ命令に違反したときは､、区長は、事業者に対し補助

事業の一時停止を命ずることができる。

4 決定の取消し

（1）区長は、この補助金の交付決定後の事情変更により特別の必要が生じたときは、こ

の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条

件を変更することがある。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分に

ついては、この限りではない。

（2）区長は、事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部

又は一部を取り消すことができる。

ア 偽りその他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。

イ 補助金を他の目的に使用したとき。

ウ 補助金の交付の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したと

き。

（3）前項の規定は、平成28年度病児保育施設の施設整備費補助金交付に係る事務処理

等について（以下 『事務処理」という。）6により交付すべき補助金の額を確定した

後においても適用する。

5 是1Eのための措置

(1)区長は、事務処理7による調査等の結果、補助事業が補助金の交付決定の内容及び

これに付した条件に適合しないと認めるときは、事業者に対し、これに適合させるた

めの措置をとるべきことを命ずることがある。

（2）事務処理5による実績報告は、前項の命令により必要な措置をした場合においても、

これを行わなければならない。



6 補助金の返還

区長は、補助条件4（1）、（2）及び（3）により補助金の交付決定の全部又は一

部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金

が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

7 違約加算金

事業者は、区長が補助条件6により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場

合において補助金の返還を命じたときは、補助金を受領した日から返還の日までの日数

に応じ、補助金の額（一部を返還した場合のその後の期間においては、既返還額を控除

した額）につき、年10．95％パーセントの割合で計算した違約加算金（100円未

満の場合を除く。）を納付しなければならない。

8 延滞金

事業者は、区長が補助金の返還を命じた場合において、納期日までに納付しなかった

ときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年10．95パーセントの割合

で計算した延滞金（100円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。

9 財産処分の制限等

（1）事業者は、この補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（建物の従物並び

に取得価格又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械及び器具）を補助金の

交付の目的及び条件に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しよ

うとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業

により取得し、又は効用を増加した後、補助事業等により取得し、又は効用の増加し

た財産の処分制限期間（平成20年7月11日厚生労働省告示第384号。以下「告

示第384号」という。）に定める期間を経過したものについては、この限りでない。

（2）補助事業により取得したもの、又は効用の増加した部分につき、利が生じたときに

は、その処分についてあらかじめ区長の承認を受けなければならない。

（3）区長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の

全部又は一部を納付させることがある。

（4）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後に

おいても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ら

なければならない。

（5）補助事業を行うために解体工事の完成を目的として締結するいかなる契約において

も、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはなら

ない。

10 書類の整備保管

事業者は、この補助金と補助事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類を整

備し、これを事業完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を

受けた日）の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、当該

補助事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、

当該財産の処分が完rする日、又は告示第384号に定める期間を経過するいずれかの

遅い日まで保管しておかなければならない。
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平成29年度保育施設の施設整備費補助金交付に係る事務処理等について

（代々木四丁目保育施設（仮称)）

1 趣旨

本書は、代々木四丁目保育施設（仮称）の運営事業者である特定非営利活動法人フロ

ーレンス（以下「事業者」という。）が、当該園の施設整備（以下「整備」という。）を

行うに当たり、区がその整備に要する経費に関し予算の範囲内で補助を行うことについ

て、渋谷区補助金等交付規則（昭和41年渋谷区規則第10号。以下「規則」という。）

の定めによるほか、補助金の交付限度額、請求方法及び補助条件等について定め、補助

金の交付を適切に処理するために制定するものとする。

2 補助対象経費及び補助金の交付限度額

補助対象経費及び補助金の交付限度額は次のとおりとし、交付する補助金の額は、補

助対象経費と補助金の交付限度額を比較していずれか少ない額とする。

1 交付限度額補助対象経費

① 本体工事費

② 設計料加算

本体工事費に係る基準額（保育所

開設準備加算を除く）の5％

③ 保育所開設準備費加算

④ 学校110番設置事業費補助金

75, 033, 750円

3 補助金の交付申請

事業者は、規則第5条に規定する補助金交付申請書（別紙1）を区長に提出するもの

とする。なお、整備費に係る補助金については、事業計画書（別紙2）を添えるものと

する。

4 補助金の交付請求

（1）区長は、前項の規定による交付申請があったときは、規則第8条に規定する補助金

交付決定通知書（別紙3）を事業者に通知する。

（2）事業者は、補助金の交付決定により補助金の交付を請求しようとするときは、補助

金交付請求書（別紙4）により、 区長に請求するものとする。

（3）区長は、補助金交付請求があったときは、遅滞なく補助金を交付するものとする。

5 実績報告等

事業者は、この補助金の交付決定に係る補助事業について完了したとき、又は会計年

度が終了したときは、遅滞なく補助金実績報告書（別紙5）に関係書類を添付し、区長

に提出するものとする。

6 補助金額の確定

区長は、前記5に規定する実績報告を受けた場合において、実績報告書の内容及び必

要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が、この交付決定の

内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助額を確定し、補

助金交付額確定・返還通知書（別紙6）をもって事業者に通知する。

（
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7 状況報告

事業者は、工事の進捗状況について、区長から報告を求められたときは、工事進捗状

況報告書（別紙7）により速やかに報告するものとする。

補助条件

この補助金は、別記の条件を付して交付するものとする。

8
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別記

補助条件

1 承認事項

事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長の承認を受けなけ

ればならない.。

（1）補助事業の内容を変更しようとするとき。（補助事業に実質的影響のない場合を除

く。）

（2）補助事業の建物の規模・構造・用途又は入所（利用）定員を変更しようとするとき。

（3）補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 事故報告等

事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難と

なった場合には、速やかに、その理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、

その指示を受けなければならない。

3 補助事業の遂行命令等

区長は、補助条件2による報告、地方自治法（昭和22年法律第67号）第221条

第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付し

た条件に従って遂行されていないと認めるときは、事業者に対し、これらに従って補助

事業を遂行すべきことを命ずることがある。

この場合において、事業者がこの命令に違反したときは、区長は、事業者に対し補助

事業の--時停止を命ずることができる。

4 決定の取消し

（1）区長は、この補助金の交付決定後の事情変更により特別の必要が生じたときは、こ

の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条

件を変更することがある。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分に

ついては、この限りではない。

（2）区長は、事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部

又は一部を取り消すことができる。

ア 偽りその他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。

イ 補助金を他の目的に使用したとき。

ウ 補助金の交付の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したと

き。

（3）前項の規定は、保育施設の施設整備費等補助金交付に係る事務処理等について（以

下『事務処理」という。）6により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用

する。

5 是正のための措置

（1）区長は、事務処理7による調査等の結果、補助事業が補助金の交付決定の内容及び

これに付した条件に適合しないと認めるときは、事業者に対し、これに適合させるた

めの措置をとるべきことを命ずることがある。

（2）事務処理5による実績報告は、前項の命令により必要な措置をした場合においても、

これを行わなければならない。
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6 補助金の返還

区長は、補助条件4（1）、（2）及び（3）により補助金の交付決定の全部又は一部
を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交
付されているときは、その返還を命ずるものとする。

7 違約加算金

事業者は、区長が補助条件6により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場
合において補助金の返還を命じたときは、補助金を受領した日から返還の日までの日数
に応じ、補助金の額（－－部を返還した場合のその後の期間においては、既返還額を控除
した額）につき、年10. 95%パーセントの割合で計算した違約加算金(1 00円未
満の場合を除く。）を納付しなければならない。

8 延滞金

事業者は、区長が補助金の返還を命じた場合において、納期日までに納付しなかった

ときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年10．95パーセントの割合
で計算した延滞金（100円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。

9 財産処分の制限等

（1）事業者は、この補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（建物の従物並びに
取得価格又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具）を補助金の交付
の目的及び条件に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとす
るときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業により取
得し、又は効用を増加した後、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処
分制限期間（平成20年7月11日厚生労働省告示第384号。以下「告示第384号
」という。）に定める期間を経過したものについては、この限りでない。

（2）補助事業により取得したもの、又は効用の増加した部分につき、利が生じたときに
は、その処分についてあらかじめ区長の承認を受けなければならない。

（3）区長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の
全部又は一部を納付させることがある。

（4）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後に
おいても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ら
なければならない。

（5）補助事業を行うために解体工事の完成を目的として締結するいかなる契約において
も、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはなら
ない。

10 書類の整備保管

事業者は、この補助金と補助事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類を整
備し、これを事業完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を
受けた日）の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、当該
補助事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、
当該財産の処分が完了する日、又は告示第384号に定める期間を経過するいずれかの
遅い日まで保管しておかなければならない。
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平成29年度病児保育施設整備費等補助金交付に係る事務処理等について

（マーガレットこどもクリニック病児保育室（仮称)）

1 趣旨

本書は、マーガレットこどもクリニック病児保育室（仮称）の運営事業者である医療

法人社団ペルル（以下「事業者」という。）が、当該施設の整備（以下「整備」という。）

を行うに当たり、区がその整備に要する経費に関し予算の範囲内で補助を行うことにつ

いて、渋谷区補助金等交付規則（昭和41年渋谷区規則第10号。以下「規則jという。）

の定めによるほか、補助金の交付限度額、請求方法及び補助条件等について定め、補助

金の交付を適切に処理するために制定するものとする。

2 補助対象経費及び補助金の交付限度額

補助対象経費及び補助金の交付限度額は次のとおりとし、交付する補助金の額は、補

助対象経費と補助金の交付限度額を比較していずれか少ない額とする。

補助対象経費 交付限度額
で

本体工事費

施設の整備に必要な工事費又は工

事請負費及び工事事務費（工事施工

のため直接必要な事務に要する費用

であって、旅費、消耗品費、通信運搬

費、印刷製本費及び設計監督料等を

いい、その額は工事費又は工事請負

費の2．6％に相当する額を限度額

とする。）

22, 424, 850円

3 補助金の交付申請

事業者は、規則第5条に規定する補助金交付申請書（別紙1）を区長に提出するもの

とする。なお、整備費に係る補助金については、事業計画書（別紙2）を添えるものと

する。

4 補助金の交付請求

（1）区長は、前項の規定による交付申請があったときは、規則第8条に規定する補助金

交付決定通知書（別紙3）を事業者に通知する。

（2）事業者は、補助金の交付決定により補助金の交付を請求しようとするときは、補助

金交付請求書（別紙4）により、区長に請求するものとする。

（3）区長は、補助金交付請求があったときは、遅滞なく補助金を交付するものとする。

（

5 実績報告等

事業者は、この補助金の交付決定に係る補助事業について完了したとき、 又は会計年

度が終了したときは、遅滞なく補助金実績報告書（別紙5）に関係書類を添付し、区長

に提出するものとする。

6 補助金額の確定

区長は、前記5に規定する実績報告を受けた場合において、実績報告･書の内容及び必



要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が、この交付決定の

内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助額を確定し、補

助金交付額確定・返還通知書（別紙6）をもって事業者に通知する。

7 状況報告

事業者は、工事の進捗状況について、区長から報告を求められたときは、工事進捗状

’

況報告書（別紙7）により速やかに報告するものとする。

補助条件

この補助金は、別記の条件を付して交付するものとする。

8

唾》



別記

補助条件

1 承認事項

事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長の承認を受けなけ

ればならない。

（1）補助事業の内容を変更しようとするとき。（補助事業に実質的影響のない場合を除

く。）

（2）補助事業の建物の規模・構造・用途又は入所（利用）定員を変更しようとするとき

｡

（3）補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 事故報告等

事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難と

なった場合には、速やかに、その理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、

その指示を受けなければならない。

3 補助事業の遂行命令等

区長は、補助条件2による報告、地方自治法（昭和22年法律第67号）第221条

第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付し

た条件に従って遂行されていないと認めるときは、事業者に対し、これらに従って補助

事業を遂行すべきことを命ずることがある。

この場合において、事業者がこの命令に違反したときは、区長は、事業者に対し補助

事業の一時停止を命ずることができる。

4 決定の取消し

（1）区長は、この補助金の交付決定後の事情変更により特別の必要が生じたときは、こ

の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条

件を変更することがある。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分に

ついては、この限りではない。

（2）区長は、事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部

又は一部を取り消すことができる。

ア 偽りその他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。

イ 補助金を他の目的に使用したとき。

ウ 補助金の交付の内容又はどれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したと
き。

（3）前項の規定は、保育施設の施設整備費等補助金交付に係る事務処理等について（以

下「事務処理」という。）6により交付すべき補助金の額を確定した後においても適

用する。

5 是正のための措置

（1） 区長は、事務処理7による調査等の結果、補助事業が補助金の交付決定の内容及び

これに付した条件に適合しないと認めるときは、事業者に対し、これに適合させるた

めの措置をとるべきことを命ずることがある。

（2）事務処理5による実績報告は、前項の命令により必要な措置をした場合においても、
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これを行わなければならない。

6 補助金の返還

区長は、補助条件4（1）、（2）及び（3）により補助金の交付決定の全部又は一

部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金

が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

7 違約加算金

事業者は、区長が補助条件6により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場

合において補助金の返還を命じたときは、補助金を受領した日から返還の日までの日数

に応じ、補助金の額（一部を返還した場合のその後の期間においては、既返還額を控除

した額）につき、年10. 95%パーセントの割合で計算した違約加算金(1 00円未

満の場合を除く。）を納付しなければならない。

8 延滞金

事業者は、区長が補助金の返還を命じた場合において、納期日までに納付しなかった

ときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年10．95パーセントの割合

で計算した延滞金(1 00円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。

9 財産処分の制限等

（1）事業者は、この補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（建物の従物並び

に取得価格又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具）を補助金の

交付の目的及び条件に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しよ

うとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業

により取得し、又は効用を増加した後、平成20年7月11日厚生労働省告示第38

4号に定める期間を経過したものについては、この限りでない。

（2）補助事業により取得したもの、又は効用の増加した部分につき、利が生じたときに

は、その処分についてあらかじめ区長の承認を受けなければならない。

（3）区長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の

全部又は一部を納付させることがある。

（4）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後に

おいても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ら

なければならない。

（5）補助事業を行うために解体工事の完成を目的として締結するいかなる契約において

も、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはなら

ない。

10 書類の整備保管

事業者は、この補助金と補助事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類を整

備し、これを事業完了後5年間保管しておかなければならない。

に

《


